
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （期末手当） 

第２６条 〔略〕 

２ 期末手当の額は、職員の給与月額に、３

月に支給する場合においては１００分の２

５、６月に支給する場合においては１００

分の１３５、１２月に支給する場合におい

ては１００分の１４０を乗じて得た額に、

墨田区規則で定める支給割合を乗じて得た

額とする。ただし、第１０条第１項の規定

に基づき指定する職員の期末手当の額は、

職員の給与月額に、３月に支給する場合に

おいては１００分の２５、６月に支給する

場合においては１００分の１１５、１２月

に支給する場合においては１００分の１２

０を乗じて得た額に、墨田区規則で定める

支給割合を乗じて得た額とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用に

ついては、同項中「１００分の２５」とあ

るのは「１００分の１０」と、「６月に支

給する場合においては１００分の１３５、

１２月に支給する場合においては１００分

の１４０」とあるのは「６月に支給する場

合においては１００分の７０、１２月に支

給する場合においては１００分の８０」と、

「１００分の１１５」とあるのは「１００

分の５７．５」と、「１００分の１２０」

とあるのは「１００分の７２．５」とする。 

４・５ 〔略〕 

 （勤勉手当） 

第２７条 〔略〕 

２ 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎額

に、勤務成績に応じて墨田区規則で定める

支給割合を乗じて得た額とする。この場合

において、任命権者が支給する勤勉手当の

額の総額は、前項の職員の給与月額に１０

０分の７５（第１０条第１項の規定に基づ

き指定する職員にあっては、１００分の９

５）を乗じて得た額の総額を超えてはなら

ない。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用に

 〔同左〕 

第２６条 〔略〕 

２ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４・５ 〔略〕 

 〔同左〕 

第２７条 〔略〕 

２ 〔同左〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 〔同左〕 



ついては、同項中「１００分の７５」とあ

るのは「１００分の３７．５」と、「１０

０分の９５」とあるのは「６月に支給する

場合においては１００分の４５、１２月に

支給する場合においては１００分の５０」

とする。 

４～６ 〔略〕 

   付 則 

１～９ 〔略〕 

１０ 平成２１年６月に支給する期末手当及

び勤勉手当に関する第２６条第２項及び第

３項並びに第２７条第２項及び第３項の規

定の適用については、第２６条第２項中「１

００分の１３５」とあるのは「１００分の

１２０」と、同項ただし書中「１００分の

１１５」とあるのは「１００分の１０５」

と、同条第３項中「１００分の１３５」と

あるのは「１００分の１２０」と、「１０

０分の７０」とあるのは「１００分の６５」

と、「１００分の１１５」とあるのは「１

００分の１０５」と、「１００分の５７．

５」とあるのは「１００分の５２．５」と、

「１００分の１２０」とあるのは「１００

分の１２０を」と、「１００分の７２．５」

とあるのは「１００分の７２．５を」と、

第２７条第２項中「１００分の７５」とあ

るのは「１００分の７０」と、「１００分

の９５」とあるのは「１００分の８５」と、

同条第３項中「１００分の７５」とあるの

は「１００分の７０」と、「１００分の３

７．５」とあるのは「１００分の３２．５」

と、「１００分の９５」とあるのは「１０

０分の８５」と、「１００分の４５」とあ

るのは「１００分の４０」とする。 
 

 

 

 

 

 

 

４～６ 〔略〕 

   付 則 

１～９ 〔略〕 

 〔新設〕 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   付 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 平成２１年６月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算

定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に

掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定す

る割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、区長は、こ



の条例の施行後に特別区人事委員会の行う平成２１年度の期末手当及び勤勉手当

に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。 

 

この条例による改正後の職員の給与に

関する条例（以下「改正後の条例」とい

う。）付則第１０項の規定による読替え

前の改正後の条例第２６条第２項（同条

第３項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。） 

改正後の条例付則第１０項の規定によ

る読替え後の改正後の条例第２６条第

２項（同条第３項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。） 

改正後の条例付則第１０項の規定によ

る読替え前の改正後の条例第２７条第

２項（同条第３項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。） 

改正後の条例付則第１０項の規定によ

る読替え後の改正後の条例第２７条第

２項（同条第３項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。） 

 


